
2016  7月号 10

ニ
ュ
ー
ス

講
座
・
教
室

募
　
　
集

お
　
　
礼

お
知
ら
せ

  

マイナンバーの （個人番号カード）

身分証明書として利用できる身分証明書として利用できない

お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド （
個
人

番
号
カ
ー
ド
）の
身
分
証
明
書

と
し
て
の
取
扱
い
に
つ
い
て
　

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
は
、
顔
写
真
付
き

の
公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
利

用
で
き
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
表
面

に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
・
住

所
・
生
年
月
日
・
性
別
及
び
顔
写

真
に
つ
い
て
は
コ
ピ
ー
を
取
っ
て

利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
た

だ
し
、
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る

個
人
番
号
（
12
桁
の
数
字
）
に
つ

い
て
は
、
法
律
上
認
め
ら
れ
た
手

続
き
に
用
い
る
場
合
以
外
、
コ

ピ
ー
を
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

役
場
窓
口
で
カ
ー
ド
発
行
の
際
、

カ
ー
ド
ケ
ー
ス
を
お
渡
し
し
ま
す
。

ケ
ー
ス
に
入
れ
て
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
通
知
カ
ー
ド
は
身
分
証

明
書
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

　
　
　
　

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
９-

２
１
１
２

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル
（
無
料
）

　

☎
０
１
２
０-

９
５-

０
１
７
８

　

平
日

　
　

９
時
30
分
～
20
時

　

土
・
日
・
祝
日

　
　

９
時
30
分
～
17
時
30
分

お
知
ら
せ

空
き
家
バ
ン
ク
登
録
制
度
を

は
じ
め
ま
し
た

　

町
内
の
空
き
家
を
有
効
活
用
す

る
こ
と
で
、
都
市
か
ら
の
交
流
人

口
の
拡
大
や
定
住
促
進
を
進
め
、

地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
空
き
家
情
報
登
録
制
度

を
は
じ
め
ま
し
た
。

　

賃
貸
、
売
却
を
希
望
す
る
方
に
、

町
内
に
所
有
し
て
い
る
空
き
家
や
、

空
き
家
に
な
る
見
込
み
の
住
宅
に

つ
い
て
、
そ
の
物
件
の
情
報
を
空

き
家
バ
ン
ク
に
登
録
し
て
い
た
だ

き
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

掲
載
な
ど
を
通
じ
て
賃
借
、
購
入

を
希
望
す
る
方
に
情
報
を
提
供
し

ま
す
。

　

ま
た
、
空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登

録
時
に
、
賃
貸
・
購
入
者
を
県
外

か
ら
の
移
住
・
定
住
者
に
限
定
す

る
と
、
家
財
の
整
理
・
運
搬
費
用

や
住
宅
の
改
修
に
つ
い
て
、
最
大

百
万
円
ま
で
の
補
助
金
が
利
用
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

産
業
経
済
課

　
　
　
　

☎
８
９
３-
１
１
１
５

　

吾
北
総
合
支
所
産
業
課

　
　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
１
３

　

本
川
総
合
支
所
産
業
建
設
課

　
　
　
　

☎
８
６
９-

２
１
１
５

お
知
ら
せ

高
齢
者
向
け
給
付
金
に
つ
い
て

　

「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現

に
向
け
、
賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が

及
び
に
く
い
高
齢
者
の
方
へ
の
支

援
の
た
め
、
臨
時
的
な
措
置
と
し

て
高
齢
者
向
け
給
付
金
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
、
町
で
は
申
請

の
受
付
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
支

給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
方

に
は
、
５
月
上
旬
に
申
請
書
な
ど

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
申
請
期
限

は
、
８
月
９
日（
火
）で
す
。

　

支
給
対
象
者
と
な
る
可
能
性
の

あ
る
方
で
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な

い
方
は
、
申
請
書
に
必
要
書
類
を

添
え
て
、
申
請
期
限
ま
で
に
お
忘

れ
な
き
よ
う
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
で
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な

い
場
合
や
、
ご
不
明
な
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課　

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

☎
８
９
３-

３
８
１
８

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　

☎
８
６
９-

２
１
１
２

　
「
高
齢
者
向
け
給
付
金
」に
絡
む

詐
欺
被
害
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

給
付
金
事
業
の
実
施
に
際
し
、

●
町
職
員
か
ら
電
話
に
よ
る
Ａ
Ｔ

Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の

現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
絶
対
に
で
き
ま

せ
ん
。

●
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
「
高

齢
者
向
け
給
付
金
」
を
支
給
す

る
た
め
に
、
手
数
料
の
振
込
を

求
め
る
こ
と
な
ど
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。
も
し
、
不
審
な
電

話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、

最
寄
り
の
警
察
署
又
は
警
察
相

談
専
用
電
話
（
＃
９
１
１
０
）

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

振
り
込
め
詐
欺
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
!!


